
契 約 変 更 年 月 日 令 和 6 年 10 月 8 日

契 約 業 者 名 博多港管理株式会社

契 約 業 者 の 住 所 福岡市中央区港2-3-26

工 事 の 名 称

工 事 場 所 福岡市中央区那の津5丁目地先

工 事 種 別 港湾等しゅんせつ工事

工 事 概 要
（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ） 令 和 6 年 4 月 26 日

工 期 （ 至 ） 令 和 6 年 10 月 31 日

変更前の契約金額 140,415,262 円（税込み）

変 更 金 額 9,405,000 円（税込み）

変更後の契約金額 149,820,262 円（税込み）

（ 最 終 ） 契 約 変 更 の 内 容
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変 更 理 由 別紙のとおり



契 約 変 更 理 由 書 

 

 

本工事は、博多港（中央航路地区）航路（-12m）（改良）の共通工、浚渫工及び土捨工を

施工するものであり、令和 6 年 4 月 26 日付で博多港管理株式会社と契約締結し、鋭意実

施中である。 

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。 

 

①施工実態調査・諸経費動向調査費について 

  本工事が施工実態調査・諸経費動向調査費の対象となったため、調査費用を計上した。 

 

②ICT活用について 

 受注者より ICT 活用工事（施工者希望型）について協議があり、マルチビーム測量を

追加することとした。 

 

③建設現場の遠隔臨場について 

  受注者より建設現場の遠隔臨場に関して協議があり、基準を満たしている事を確認し

たため費用を計上することとした。 

 

④浚渫範囲の変更について 

  浚渫範囲の変更について、特記仕様書に基づき受注者と協議し承諾を得られたため変

更した。 

 

 ⑤浚渫土量の変更について 

  受注者よりICT活用（マルチビーム）による起工測量を実施した結果、浚渫土量につ 

いて施工条件確認請求があり、確認したところ相違が認められたため数量を変更するこ 

ととした。 

 

⑥快適トイレの設置について 

  受注者より快適トイレの設置について協議があり、所定の規格を満たしていることを

確認したため費用を計上することとした。  



契 約 変 更 年 月 日 令 和 6 年 7 月 10 日

契 約 業 者 名 博多港管理株式会社

契 約 業 者 の 住 所 福岡市中央区港2-3-26

工 事 の 名 称

工 事 場 所 福岡市中央区那の津5丁目地先

工 事 種 別 港湾等しゅんせつ工事

工 事 概 要
（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ） 令 和 6 年 4 月 26 日

工 期 （ 至 ） 令 和 6 年 10 月 31 日

変更前の契約金額 138,611,000 円（税込み）

変 更 金 額 1,804,262 円（税込み）

変更後の契約金額 140,415,262 円（税込み）

積算基準一部改定による変更

（第1回、最終）契約変更の内容

変 更 理 由

原契約のとおり
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